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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年8月3日(2017.8.3)

【公表番号】特表2016-535146(P2016-535146A)
【公表日】平成28年11月10日(2016.11.10)
【年通号数】公開・登録公報2016-063
【出願番号】特願2016-535307(P2016-535307)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  18/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  18/16     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 229/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ   18/02     ０７０　
   Ｃ０８Ｇ   18/16     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  229/00     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年6月26日(2017.6.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　本発明の方法において、イソシアネートの変換率が（原料のイソシアネート単量体の質
量に基づいて）２０％～６０％に達するときに、触媒毒を使用することによって、ホモ重
合反応を終結させる。触媒毒は、硫酸ジメチル、ｐ－トルエンスルホン酸メチル等を含む
公知のアルキル化剤であるか、または、リン酸ジメチル、リン酸ジエチル、リン酸ジ－ｎ
－ブチル等を含むリン酸エステルである。当該触媒毒と上記触媒とのモル比率は、１：１
～２：１であり；好ましくは、１：１～１．２：１である。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　ゲルクロマトグラフィー（ＬＣ－２０ＡＤ／ＲＩＤ－１０Ａ、カラム：順に、ＭＺ－Ｇ
ｅｌ　ＳＤｐｌｕｓ　１０Ｅ３Ａ　５μｍ（８．０×３００ｍｍ）、ＭＺ－Ｇｅｌ　ＳＤ
ｐｌｕｓ　５００Ａ　５μｍ（８．０×３００ｍｍ）、ＭＺ－Ｇｅｌ　ＳＤｐｌｕｓ　１
００Ａ　５μｍ（８．０×３００ｍｍ）、Ｓｈｉｍａｄｚｕ；移動相：テトラヒドロフラ
ン；流速：１．０ｍＬ／分；保持時間：４０分間、カラム温度：３５℃）を、イソシアネ
ート単量体の定量化に利用し、当該ゲルクロマトグラフィーを、（原料のイソシアネート
単量体の質量に基づいた）反応変換率を決定するための測定手法として用いる。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウレトジオン基を含むイソシアネートホモ重合体を調製するための方法であって、下記
の工程を含んでいる方法：
　触媒の存在において、ウレトジオン基を含むイソシアネートホモ重合体を調製するため
に、原料のイソシアネート単量体をホモ重合させる工程であり、当該触媒は、以下の化学
式（Ｉ）の構造のホスフィノボロン化合物である工程：
【化１】

　ここで、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、直鎖状もしくは分岐状のＣ１－Ｃ２０アルキル基、
任意で置換されたＣ３－Ｃ２０シクロアルキル基、任意で置換されたＣ７－Ｃ１５アラル
キル基または任意で置換されたＣ６－Ｃ１２アリール基から独立して選択され；
　当該イソシアネートはＮＣＯ官能価≧２を有している。
【請求項２】
　化学式（Ｉ）の上記ホスフィノボロン化合物触媒は、下記の触媒：

【化２】

から選択される一つまたは二つ以上である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記原料のイソシアネート単量体は、下記の化合物の一つから選択される、請求項１ま
たは２に記載の方法：脂肪族イソシアネート、脂環式イソシアネートまたは芳香族イソシ
アネート。
【請求項４】
　上記イソシアネートは、下記の化合物から選択される、請求項３に記載の方法：テトラ
メチレン－１，４－ジイソシアネート、ペンタメチレン－１，５－ジイソシアネート、ヘ
キサメチレン－１，６－ジイソシアネート、リジンジイソシアネート、イソホロンジイソ
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シアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイ
ソシアネート、ノルボルナンジメチレンイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネ
ート、トルエンジイソシアネートまたはｐ－フェニレンジイソシアネート。
【請求項５】
　化学式（Ｉ）の上記ホスフィノボロン化合物触媒の量は、原料のイソシアネート単量体
の量に基づいて、０．１～４ｍｏｌ％である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　化学式（Ｉ）の上記ホスフィノボロン化合物触媒は、単独で、または配合溶液として用
いられ、
　当該溶液の濃度は、０．５～５ｍｏｌ／Ｌである、請求項１または５に記載の方法。
【請求項７】
　上記ホスフィノボロン化合物触媒からの上記溶液の配合のために使用される溶媒は、活
性水素を含まない、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ホモ重合反応の温度は、２０～１２０℃である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　イソシアネートのホモ重合反応の変換率が、原料のイソシアネート単量体の質量に基づ
いて、２０％～６０％に達するときに、触媒毒が、ホモ重合反応を終結させるために使用
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　上記触媒毒は、アルキル化剤またはリン酸エステルであり、
　当該触媒毒と上記ホスフィノボロン化合物触媒とのモル比が、１：１～２：１である、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、メチル基、または直鎖状のもしくは分岐状のＣ３－Ｃ２０ア
ルキル基、アルキル置換されたＣ３－Ｃ２０シクロアルキル基、アルキル置換されたＣ７

－Ｃ１５アラルキル基、アルキル置換されたＣ６－Ｃ１２アリール基またはアルコキシル
置換されたＣ６－Ｃ１２アリール基から独立して選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、メチル基、ｎ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、シクロプロ
ピル基、シクロヘキシル基、フェニル基またはメトキシフェニル基から独立して選択され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　化学式（Ｉ）の上記ホスフィノボロン化合物触媒の量は、原料のイソシアネート単量体
の量に基づいて、０．５～２ｍｏｌ％である、請求項５に記載の方法。
【請求項１４】
　上記溶液の濃度は、２～４ｍｏｌ／Ｌである、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　上記ホスフィノボロン化合物触媒からの上記溶液の配合のために使用される溶媒は、ハ
ロゲン化炭化水素、芳香族炭化水素またはエーテルの一つまたは二つ以上である、請求項
７に記載の方法。
【請求項１６】
　上記ホスフィノボロン化合物触媒からの上記溶液の配合のために使用される溶媒は、ジ
クロロメタン、テトラヒドロフラン、メチルベンゼン、ジメチルベンゼンまたはクロロベ
ンゼンの一つまたは二つ以上である、請求項７に記載の方法。
【請求項１７】
　ホモ重合反応の温度は、５０～１００℃である、請求項８に記載の方法。
【請求項１８】
　上記触媒毒と上記ホスフィノボロン化合物触媒とのモル比が、１：１～１．２：１であ
る、請求項１０に記載の方法。
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